
目

次

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
一

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
三

公
安
委
員
会

○
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
qqqqqqqqqqqq（
交
通
規
制
課
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

政
治
団
体

の
名
称

代
表
者

氏

名

会

計

責
任
者

氏

名

主
た
る

事
務
所
の

所
在
地

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）
公
職
の
候
補

者
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類（
第
二
号
）
届

出

年
月
日

神
田
潤
一

と
未
来
を

語
る
会

（
神
田

潤
一
）

神
田

潤

一

三
島

厚

悦

八
戸
市
柏

崎
一
丁
目

一
の
一

衆
議
院
議
員
神
田

潤
一

、
衆
議
院
議

員

令
和七･一二･二二

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

平
川
市
を
お
も
し

ろ
く
す
る
会

（
中
畑

東
洋
士
）
中
畑

東
洋
士

對
馬

明
宏

平
川
市
本
町
北
柳
田

五
の
四

令
和七･一二･
九

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

立
憲
民
主
党
青
森
県

参
議
院
選
挙
区
第
２

総
支
部

（
福
士

珠
美
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
中
央
一
丁

目
五
の
一

青
森
市
安
方
二
丁

目
五
の
一
〇

令
和七･一二･
一

青
森
県
報
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号
外
第
一
号

令
和
八
年一

月
二
十
一
日

（
水
曜
日
）



自
由
民
主
党
青
森
県

電
気
通
信
支
部

（
紺
野

謙
）

会
計
責
任
者

鎌
田

修
次

石
村

均

七･一二･
一

立
憲
民
主
党
青
森
県

総
支
部
連
合
会

（
田
名
部

匡
代
）

会
計
責
任
者

太
田

正
幸

久
慈

年
和

七･一二･一二

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

の
ぼ
る
会

（
山
本

昇
）

会
計
責
任
者

三
浦

真
介

小
林

昭
雄

令
和七･一二･
三

船
橋
茂
久
後
援
会

（
船
橋

茂
久
）

会
計
責
任
者

能
登

正
宗

亀
田

敦

七･一二･
四

オ
ー
ル
パ
ー
フ
ェ
ク

ト（
天
内

隼
人
）

会
計
責
任
者

木
村

碩

長
峯

光

七･一二･一〇

青
森
県
民
社
協
会

（
大
澤

祥
宏
）

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
三
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

七･一〇･
一

主
宰
す
る
衆

議
院
議
員
又

は
参
議
院
議

員
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類
（
第
三

号
）

川
合

孝
典
、
参

議
院
議
員

主
要
な
構
成

岡
野

純
子
、
衆

議
院
議
員

岸
田

光
広
、
衆

議
院
議
員

長
友

慎
治
、
衆

議
院
議
員

西
岡

義
高
、
衆

議
院
議
員

橋
本

幹
彦
、
衆

議
院
議
員

鳩
山

紀
一
郎
、

衆
議
院
議
員

深
作

ヘ
ス
ス
、

員
で
あ
る
衆

議
院
議
員
又

は
参
議
院
議

員
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類
（
第
三

号
）

衆
議
院
議
員

向
山

好
一
、
衆

議
院
議
員

森

洋
介
、
衆
議

院
議
員

礒
﨑

哲
史
、
参

議
院
議
員

奥
村

祥
大
、
参

議
院
議
員

籠
島

彰
宏
、
参

議
院
議
員

田
村

麻
美
、
参

議
院
議
員

竹
詰

仁
、
参
議

院
議
員

濱
口

誠
、
参
議

院
議
員

浜
野

喜
史
、
参

議
院
議
員

青
森
県
民
社
協
会

（
大
澤

祥
宏
）

主
要
な
構
成

員
で
あ
る
衆

議
院
議
員
又

は
参
議
院
議

員
の
氏
名
及

び
公
職
の
種

類
（
第
三

号
）

岡
野

純
子
、
衆

議
院
議
員

岸
田

光
広
、
衆

議
院
議
員

長
友

慎
治
、
衆

議
院
議
員

西
岡

義
高
、
衆

議
院
議
員

橋
本

幹
彦
、
衆

議
院
議
員

鳩
山

紀
一
郎
、

衆
議
院
議
員

深
作

ヘ
ス
ス
、

衆
議
院
議
員

向
山

好
一
、
衆

議
院
議
員

森

洋
介
、
衆
議

院
議
員

礒
﨑

哲
史
、
参

議
院
議
員

江
原

く
み
子
、

参
議
院
議
員

奥
村

祥
大
、
参

議
院
議
員

籠
島

彰
宏
、
参

議
院
議
員

小
林

さ
や
か
、

参
議
院
議
員

田
村

麻
美
、
参

議
院
議
員

竹
詰

仁
、
参
議

院
議
員

濱
口

誠
、
参
議

岡
野

純
子
、
衆

議
院
議
員

岸
田

光
広
、
衆

議
院
議
員

長
友

慎
治
、
衆

議
院
議
員

西
岡

義
高
、
衆

議
院
議
員

橋
本

幹
彦
、
衆

議
院
議
員

鳩
山

紀
一
郎
、

衆
議
院
議
員

深
作

ヘ
ス
ス
、

衆
議
院
議
員

向
山

好
一
、
衆

議
院
議
員

森

洋
介
、
衆
議

院
議
員

礒
﨑

哲
史
、
参

議
院
議
員

奥
村

祥
大
、
参

議
院
議
員

籠
島

彰
宏
、
参

議
院
議
員

田
村

麻
美
、
参

議
院
議
員

竹
詰

仁
、
参
議

院
議
員

濱
口

誠
、
参
議

院
議
員

浜
野

喜
史
、
参

七･一一･
四
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院
議
員

浜
野

喜
史
、
参

議
院
議
員

議
院
議
員

全
日
本
不
動
産
政
治

連
盟
青
森
県
本
部

（
高
橋

克
彦
）

会
計
責
任
者

葛
西

慶
信

神

康
知

七･一一･一一

谷
川
政
人
後
援
会

（
一
戸

学
）

代

表

者

一
戸

学

工
藤

健
三

七･一二･一八

ス
ク
ラ
ム
１
０

（
齋
藤

文
兵
）

代

表

者

齋
藤

文
兵

金
沢

秀
樹

七･一〇･一六

会
計
責
任
者

齋
藤

文
兵

金
沢

秀
樹

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県
参
議
院
選
挙
区
第
二
支
部

滝
沢

求

令
和
七･一二･二二

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

神
田

潤
一

衆
議
院
議
員

神
田
潤
一
と
未
来

を
語
る
会

八
戸
市
柏
崎
一
丁
目

一
の
一

令
和七･一二･二一

公

安

委

員

会

青
森
県
警
察
本
部
長
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百

六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
（
自
動
車
保
管
場
所
現

地
調
査
業
務
、
自
動
車
保
管
場
所
デ
ー
タ
入
力
等
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
役
務
契
約
」

と
い
う
。
）
を
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
締

結
す
る
場
合
に
お
け
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
競
争
入
札
参
加
資
格
」

と
い
う
。
）
、
競
争
入
札
参
加
資
格
の
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
の
申
請
の
時
期
及

び
方
法
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の

十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

青
森
県
警
察
本
部
長

安

田

貴

司

一

競
争
入
札
参
加
資
格

１

資
格
審
査
の
対
象
と
な
る
者
は
、
県
と
役
務
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
法
人
で

あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
（
た
だ
し
、
被

補
助
人
、
被
保
佐
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
の
た
め
に
必
要
な
同
意
を
得
て

い
る
者
を
除
く
。
）

（ ）3 青 森 県 報 号外第１号令和８年１月21日 水曜日



㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
（
同
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、
競
争
入
札
参
加
資

格
を
停
止
さ
れ
た
期
間
を
経
過
し
な
い
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の

使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

㈢

営
業
に
関
し
許
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
で
、
当
該
許
認
可
等
を
受
け
て
い
な
い
者

㈣

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

七
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
）

㈤

次
に
掲
げ
る
者

ア

暴
力
団
員
（
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
）

イ

役
員
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
で
あ
っ
て
経
営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
者
、
法
人

で
な
い
団
体
に
あ
っ
て
は
代
表
者
、
理
事
そ
の
他
法
人
に
お
け
る
経
営
に
事
実
上
参
加
し

て
い
る
役
員
と
同
等
の
責
任
を
有
す
る
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
及
び
そ
の
使
用
人

（
支
配
人
、
本
店
長
、
支
店
長
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問
わ

ず
、
事
業
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
（
事
業
所
の
業
務
を
統
括
す
る
者
の
権
限
を
代
行
し

得
る
地
位
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
自
己
若
し
く

は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
り
又
は
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
目
的
で
暴
力
団
の
威
力

を
利
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者

ウ

役
員
等
が
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
す
る
目
的
で
、
若
し
く
は
暴
力
団
の
威
力
を
利
用
し

た
こ
と
に
関
し
、
金
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
の
供
与
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
金
品

等
の
供
与
」
と
い
う
。
）
を
し
、
又
は
暴
力
団
の
活
動
若
し
く
は
運
営
を
支
援
す
る
目
的

で
相
当
の
対
価
を
得
な
い
金
品
等
の
供
与
を
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者

エ

役
員
等
が
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
、
又
は
暴
力

団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
金
品
等
の
供
与
を
し
た
と
認
め
ら

れ
る
者

オ

役
員
等
が
暴
力
団
と
交
際
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
資
格
審
査
を
受
け
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
契
約
の
金
額
に
よ
り
区
分
さ
れ
た
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
三
等
級
の
い
ず
れ
か

に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
契
約
の
金
額
に
対
応
す
る
等
級
に
格
付
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

㈠

平
均
生
産
額
又
は
販
売
額

資
格
審
査
の
申
請
を
す
る
日
（
以
下
「
審
査
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
直
前
二
年
の
各
事

業
年
度
に
お
け
る
生
産
又
は
販
売
に
つ
い
て
算
出
し
た
年
間
平
均
生
産
額
又
は
販
売
額

㈡

経
営
規
模

ア

審
査
基
準
日
の
直
前
の
事
業
年
度
終
了
後
の
決
算
（
以
下
「
決
算
」
と
い
う
。
）
に
お

け
る
自
己
資
本
額

イ

決
算
に
お
け
る
事
業
に
従
事
す
る
職
員
数

㈢

流
動
比
率

決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
を
決
算
に
お
け
る
流
動
負
債
で
除
し
て
得
た
数
値
を
百
分
比
で

表
し
た
比
率

㈣

営
業
年
数

審
査
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数

㈤

障
害
者
雇
用
状
況

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

「
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
事
業
主
に
あ
っ
て

は
所
轄
の
公
共
職
業
安
定
所
に
報
告
し
た
直
近
の
法
定
雇
用
率
達
成
の
有
無
と
し
、
そ
れ
以

外
の
事
業
主
に
あ
っ
て
は
審
査
基
準
日
に
お
け
る
障
害
者
（
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
二
条
に

規
定
す
る
障
害
を
有
す
る
者
を
い
う
。
）
の
常
時
雇
用
す
る
人
数
と
す
る
。

㈥

Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
取
得

審
査
基
準
日
に
お
け
る
国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
た
規
格
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
・
１
４
０

０
１
）
の
認
証
取
得
の
有
無

㈦

青
森
県
健
康
経
営
事
業
所
認
定
取
得

審
査
基
準
日
に
お
け
る
青
森
県
が
定
め
た
青
森
県
健
康
経
営
事
業
所
の
認
定
取
得
の
有
無

㈧

「
あ
お
も
り
働
き
方
改
革
推
進
企
業
」
認
証
取
得

審
査
基
準
日
に
お
け
る
青
森
県
が
定
め
た
「
あ
お
も
り
働
き
方
改
革
推
進
企
業
」
の
認
証

取
得
の
有
無

二

競
争
入
札
参
加
資
格
の
特
例

契
約
に
つ
い
て
、
当
該
契
約
に
対
応
す
る
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
が
少
数
で
あ
る
た
め
、
入
札

の
競
争
性
が
失
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
契
約
に
対
応
す
る
等
級

以
外
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
を
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

三

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期

資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
日
ま
で
と
す

る
。た

だ
し
、
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
他
の
時
期
に
当
該
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。
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四

資
格
審
査
の
申
請
の
方
法

１

資
格
審
査
の
申
請
は
、
役
務
契
約
の
業
務
種
別
ご
と
に
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
、
青
森
県
警

察
本
部
交
通
部
交
通
規
制
課
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

経
営
規
模
等
総
括
表
（
様
式
第
二
号
）

㈡

商
業
登
記
事
項
証
明
書
の
原
本
又
は
写
し

㈢

財
務
諸
表
（
審
査
基
準
日
の
直
前
二
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
決
算
に
よ
る
も
の
）

貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
利
益
処
分
に
関
す
る
書
類

㈣

納
税
証
明
書
の
原
本
又
は
写
し
（
審
査
基
準
日
直
前
の
事
業
年
度
一
年
分
）

法
人
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
も
の
並
び
に
法
人
事
業
税
及
び
法
人
住
民
税

に
係
る
も
の
（
申
請
者
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
で
発
行
し
た
法
人
事
業
税
及
び
法

人
都
道
府
県
民
税
に
係
る
も
の
）

㈤

許
認
可
証
等
の
写
し

契
約
の
履
行
に
関
し
、
法
令
等
に
基
づ
く
許
可
、
認
可
又
は
登
録
等
が
必
要
な
場
合
は
、

当
該
許
可
、
認
可
又
は
登
録
等
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
の
写
し

㈥

障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
等
の
写
し

㈦

Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
取
得
登
録
証
の
写
し

㈧

青
森
県
健
康
経
営
事
業
所
認
定
証
の
写
し

㈨

あ
お
も
り
働
き
方
改
革
推
進
企
業
認
証
書
の
写
し

㈩

役
員
等
一
覧
表
（
様
式
第
三
号
）

十一

そ
の
他
警
察
本
部
長
が
必
要
と
認
め
た
書
類

２

申
請
書
及
び
１
の
㈢
の
財
務
諸
表
は
、
日
本
語
で
作
成
し
、
１
の
㈣
か
ら
㈩
ま
で
の
添
付
書

類
に
つ
い
て
外
国
語
で
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
又
は
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。

３

１
の
添
付
書
類
の
金
額
欄
に
つ
い
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令

第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
り
日
本
通
貨
に
換
算

し
、
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

六

競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
の
有
効
期
間

競
争
入
札
参
加
資
格
の
格
付
の
有
効
期
間
は
、
五
の
規
定
に
よ
る
格
付
の
決
定
の
通
知
に
お
い

て
指
定
す
る
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

七

申
請
書
の
記
載
事
項
の
変
更
届
等

資
格
審
査
の
結
果
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と

き
、
（
た
だ
し
、
３
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
就
任
し
た
場
合
に
限
る
。
）
、
又
は
営
業
を
休
業
す

る
と
き
若
し
く
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
記
載
事
項
変
更

（
休
・
廃
業
）
届
（
様
式
第
四
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
１
及
び
２
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
登
記
事
項
で
あ
る
場
合
は
、
商
業

登
記
事
項
証
明
書
の
原
本
又
は
写
し
を
、
３
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
登
記
事
項
で

あ
る
場
合
に
は
、
商
業
登
記
事
項
証
明
書
の
原
本
又
は
写
し
及
び
役
員
等
一
覧
表
（
様
式
第
３

号
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

１

商
号
又
は
名
称

２

所
在
地
又
は
住
所
（
本
店
又
は
経
営
規
模
等
総
括
表
（
様
式
第
二
号
）
に
記
載
し
て
い
る
支

店
等
の
所
在
地
又
は
住
所
）

３

代
表
者
、
取
締
役
、
監
査
役
等
の
役
員

４

電
話
番
号
又
は
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
の
番
号

５

そ
の
他
競
争
入
札
参
加
資
格
に
関
し
重
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

八

競
争
入
札
参
加
資
格
の
更
新
手
続

競
争
入
札
参
加
資
格
の
更
新
を
希
望
す
る
者
は
、
令
和
十
一
年
一
月
に
予
定
し
て
い
る
同
年
四

月
一
日
以
降
の
期
間
に
つ
い
て
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
、
資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
及
び
方

法
等
に
係
る
公
示
に
基
づ
き
、
更
新
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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